
整理番号 担当課 区　分 監査の結果又は意見 措置の内容等

全体‐① 経営総務課 意見

水道事業全体
　今後広域化議論を進めていく中で、財政計
画及び投資計画にいつどのような効果がある
のかを数値として落とし込むなど、より詳細
に具体的検討を実施していくことが肝要であ
る。

　府域一水道に向けた水道のあり方協議会に
参画し、広域連携がもたらす効果を検証する
中で、水道事業の投資財政計画である上下水
道事業経営戦略に、広域連携のメリットを効
果として具体的に反映させてまいります。

全体‐② 経営総務課 意見

水道事業全体
　水道事業内のPDCAサイクルを確立し、将来
にわたって安定的に質の高いサービスを提供
できる体制を確保するとともに、経営の実効
性をより高めることを念頭に計画的経営を実
現される仕組みを構築されたい。

　上下水道事業経営戦略に基づき、投資と財
政が均衡した水道事業経営を引き続き行うと
ともに、経理事務に関し専門的知識を有する
機関による支援や局内の経営会議の運用等に
より、より経営の効率性を高めることを念頭
に計画的な水道事業経営に努めてまいりま
す。

令和２年度包括外部監査の結果・意見に基づく措置等の状況について
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全体‐③ 経営総務課 意見

水道事業全体
　水道事業に関する経理人材の育成に努めて
いくべきである。

　円滑な経理事務の継承を念頭にＯＪＴを実
施し組織としてノウハウを蓄積するととも
に、各種研修への参加及びその内容の共有を
はじめ、近隣事業体との経理事務担当者会議
等における意見交換を通して、経理人材の育
成に努めてまいります。

１‐① 経営総務課 結果

出納管理
　水道料金等一日当たりの現金取扱限度額
2,000,000円を超える現金出納がある日にお
いて、管理者の承認を得ていない。

　委託業者は寝屋川市水道事業及び下水道事
業会計規程の現金取扱員とならないため、一
日当たりの現金取扱限度額200万円は適用さ
れませんが、同規程の趣旨を鑑みて、加入金
など高額な現金出納がある場合には、経営総
務課から委託業者にその旨を文書で事前通知
することとしました。

１‐② 経営総務課 意見

出納管理
　金銭の支払において、現物管理リスク回避
の観点から、現行の小切手帳払いから他の支
払方法への変更を検討されたい。

　小切手による現行の支払方法と電子データ
の送受信等による他の支払方法のリスク及び
コストを調査・比較の上、リスク回避の観点
から、適切な方法について検討を行ってまい
ります。



整理番号 担当課 区　分 監査の結果又は意見 措置の内容等

令和２年度包括外部監査の結果・意見に基づく措置等の状況について

１‐③ 経営総務課 意見

出納管理
　規程に記載されている「口頭による納入通
知」につき、現状との乖離を鑑み、当該文言
を改変又は削除されたい。

　口頭による納入通知について、給水戸番図
の発行に係る支払いの場合、口頭で納入通知
を行っているため、当該規程の改変又は削除
は行わないこととします。

２‐① 経営総務課 意見

収入及び債権管理
　過料に関する業務フローについて整理を行
うべきである。

　過料に関する業務フローを作成しており、
適切な運用を図ってまいります。

２‐② 経営総務課 結果

収入及び債権管理
　料金システムと会計システムの未収金残高
に不整合が生じており会計上の未収金残高が
過大計上されている。

　会計上の未収金残高不整合について、令和
２年度の決算整理時に振替処理を行うこと
で、当該不整合を解消してまいります。
　また、令和３年度以降については、毎月末
時に未収金のシステム間での乖離状況の把握
を行い、決算整理時において不整合を解消し
てまいります。
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２‐③ 経営総務課 意見

収入及び債権管理
　口座振替の申込みを本市のHPから直接行え
るようにすべきである。

　ＷＥＢで水道料金等の口座振替申込みがで
きるサービスについては、市民の利便性向上
に資する反面、費用対効果等に課題があるこ
とから現時点での導入は困難ですが、今後、
行政手続きのオンライン化の普及等による導
入費用の軽減が図られることも考えられ、引
き続き調査、研究を進めてまいります。

２‐④ 経営総務課 意見

収入及び債権管理
　滞納者の管理に関する委託業者の対応状況
のモニタリングを強化すべきである。

　滞納者の管理については、納付督励や納付
相談をはじめ支払計画書及び誓約書等の収受
等、収納事務の各段階において委託業者と連
携を図っていますが、モニタリング回数を見
直す等より一層の強化を図ってまいります。

３‐① 経営総務課 結果

貯蔵品管理
　企業出納員が、貯蔵品である量水器の払出
整理を行っていない。

　量水器の取扱いは、寝屋川市水道事業及び
下水道事業会計規程において規定されてお
り、当該規程の内容について周知徹底を図る
とともに、令和３年１月から量水器担当職員
が日々の納入・出庫を記録した物品出納簿及
び物品受払簿について、企業出納員の確認
（月１回）を受けております。
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３‐② 経営総務課 結果

貯蔵品管理
　実地棚卸を事業年度末に実施しておらず、
また、実地棚卸実施時において、棚卸表が未
作成であるとともに、管理者への報告並びに
関係のない職員の立会を行っていない。

　実地棚卸の事業年度末の実施については、
３月31日に実施してまいります。
　棚卸表については様式を作成しており、実
地棚卸にかかる上下水道事業管理者への報告
及び関係のない職員の立会については、棚卸
に際し、受払に関係のない職員の立会を求
め、作業終了後、速やかに棚卸表を添えて文
書で管理者に報告してまいります。

３‐③ 経営総務課 意見

貯蔵品管理
　実地棚卸を実施するに当たり、棚卸実施要
項の作成を検討されたい。

　適切な貯蔵品在庫の管理及び実地棚卸の実
施を念頭に、棚卸実施要領を作成しました。

３‐④ 経営総務課 意見

貯蔵品管理
　使用可能期限を超えた量水器の処分方法に
ついて検討されたい。

　使用可能期限を超えた量水器の処分方法に
ついて、新品量水器購入時の下取り処分や売
却処分など、最適な手法を検討しておりま
す。
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４‐① 経営総務課 意見

固定資産管理
　固定資産実査が行われていない。実査に関
する規程を整備し、固定資産実査を実施する
ことが望ましい。

　寝屋川市水道事業及び下水道事業会計規程
に基づく現品調査について、令和２年度決算
整理時に備品関係を中心として、固定資産の
実査を実施してまいります。

４‐② 経営総務課 結果

固定資産管理
　管路の布設替工事に当たり、固定資産台帳
上、布設替えの対象となった管路の除却処理
を行うべきである。

　令和２年度の決算整理時に布設替えの対象
となった管路について、固定資産台帳上の除
却処理を行ってまいります。
　また、令和３年度以降についても、工事等
の完結に伴い除却する管路の整理を行うとと
もに、決算整理時に除却処理を行ってまいり
ます。

５‐Ａ‐① 水道事業課 意見

契約管理（送配水施設等運転管理業務委託）
　制限付き一般競争入札であるにもかかわら
ず、入札者が１者と少数である状況を鑑み、
経済性を確保するため、相応の入札者を確保
する方策を検討されたい。

　今後、発注時期の精査や業者への周知方法
など入札者の確保に向けた取組を行ってまい
ります。

５‐Ａ‐② 水道事業課 意見

契約管理（送配水施設等運転管理業務委託）
　５年間の複数年度契約を行う必要性を再検
討し、競争性・経済性を確保するため、契約
期間の妥当性の判断や変更を検討されたい。

　単年度契約により業者の変更が行われた場
合は、水運用等の引き継ぎの間、水道水の安
定供給に支障が生じる可能性があり、できる
限りこのような期間が生じないようにするた
め複数年度契約が望ましいと考えております
が、契約期間のあり方については、今後さら
に検討を行ってまいります。
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５‐Ｂ‐① 水道事業課 意見

契約管理（水道修繕等業務委託（定額））
　重要な金額の契約が随意契約で行われてお
り、価格競争が働いていない恐れがあるた
め、契約方法について工夫すべきである。

　水道修繕業務委託は、随意契約による手法
が多く採用されている状況でありますが、委
託内容別による分離発注の可能性もあること
から、その手法について検討しているところ
であり、分離発注や価格競争導入に伴うリス
クの抽出を行うなど、最適な契約の在り方に
ついて調査を進め、水道を使用する市民に
とって最も安心できる修繕体制の構築を図っ
てまいります。
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５‐Ｃ‐① 水道事業課 意見

契約管理（水道修繕等業務委託（別途））
　長期に一者随契が続いており、価格競争性
が働いていないと考えられるため、健全な価
格競争が行われるよう、契約方式に見直しの
余地がないか検討すべきである。

　水道修繕等業務委託は、随意契約による手
法が多く採用されている状況でありますが、
競争入札による業者選定実施市も存在するこ
とから、詳細調査を実施してまいります。
　年間約3,000件の修繕を実施するために
は、平日夜間及び休日・祝日において即応で
きる機動力・技術力などが必要であり、要求
される修繕内容を確実に履行できる業者が何
者存在するのか、その調査を踏まえる中で価
格競争の可能性を含めた契約方式について検
討を深めてまいります。

５‐Ｄ‐① 水道事業課 意見

契約管理（鉛管改修業務委託）
　一者随契が適切な事業であるか検討された
い。

　鉛管は道路下にあり設計積算時においてそ
の特定が困難なため、競争入札は適さないと
していたところでありますが、他者への委託
の可能性や、価格競争による契約方法につい
ても調査を進めてまいります。

５‐Ｄ‐② 水道事業課 意見

契約管理（鉛管改修業務委託）
　再委託がなされていないか把握する方法を
検討されたい。

　発注前段階においてチェックリストにより
再委託が行われる可能性がある業務の抽出を
行い、委託契約書第４条による書面提出につ
いて周知徹底を図ってまいります。
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５‐Ｅ‐① 経営総務課 結果

契約管理（コンビニ等収納業務委託）
　本契約は、５年間の長期契約であることか
ら、契約時点で総額25百万円に上る契約であ
ることがあらかじめわかっているにもかかわ
らず、令和元年度予算額が500万円未満であ
ることを理由とし、委託先から暴力団員又は
暴力団員密接関係でない旨の誓約書を入手し
ていない（契約初年度決算額は561万円）。
寝屋川市暴力団排除措置要綱の趣旨を踏ま
え、委託先から誓約書を入手すべきである。

　寝屋川市暴力団排除措置要綱及び事務決裁
規程の内容を関係職員に周知徹底するととも
に、本事案につきましては既に、委託先から
暴力団員又は暴力団員密接関係でない旨の誓
約書を入手しております。

５‐Ｅ‐② 経営総務課 意見

契約管理（コンビニ等収納業務委託）
　本契約は随意契約により５年契約を行って
いるが、契約方法として競争入札やより短い
契約期間も検討すべきである。

　コンビニ等収納業務委託の契約方法につい
て、競争入札に適するか否かの検証と併せ
て、契約期間の短期・長期それぞれの費用比
較を行うなどの検討を行ってまいります。

５‐Ｆ‐① 経営総務課 意見

契約管理（量水器取替業務委託）
　単価契約額の妥当性について定期的に比較
検討を行った上で、随意契約の締結に臨まれ
たい。

　他の水道事業体の単価契約額等の調査を実
施しており、契約額等の比較検討を行う中で
その妥当性について検証してまいります。
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５‐Ｇ‐① 経営総務課 結果

契約管理（水道メーター検針・水道料金等徴
収業務委託）
　貸与品に関する借用書を入手しておらず、
仕様書15項４号に違反するため改善された
い。

　水道メーター検針・水道料金等徴収業務仕
様書の内容の遺漏等を防止するため、仕様内
容確認書を作成するとともに、契約締結後第
１回目の定例会議において、仕様内容確認書
により提出物や業務内容が適正に執行されて
いるかどうかの確認を行うこととする再発防
止の仕組みを構築いたしました。
　なお、本事案につきましては既に、委託先
から借用書を入手しております。

５‐Ｈ‐① 水道事業課 意見

契約管理（楠根配水場低区配水ポンプ更新工
事詳細設計委託）
　契約終了後に業務委託成績評定書等を活用
して委託業者の履行内容の評価を行い、次年
度以降の契約に活用すべきである。

　本委託は、寝屋川市業務委託成績評定要領
に基づき適正に処理したものですが、業務委
託成績評定書については、仕様書等へ反映し
ＰＤＣＡサイクルを構築するなど活用に努め
てまいります。

５‐Ｉ‐① 水道事業課 意見

契約管理（高宮栄町地区配水管布設替工事）
　本契約は、変更契約が締結されている。変
更が生じた場合、都度内部で情報共有は図ら
れているが、変更の都度書面での承認は行わ
れておらず、工事完了後にまとめて変更契約
を締結し、稟議決裁を行っている。変更契約
のルールについて整備し、契約金額に変更が
見込まれる場合は、事前伺いを取るなどして
適切な承認が行われるよう検討されたい。

　現場と設計内容の差異が生じた場合には、
変更理由及び変更金額の妥当性を証するた
め、決裁により意思決定過程を明確にしてま
いります。
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５‐Ｊ‐① 水道事業課 意見

契約管理（寝屋川市打上高塚町土地区画整理
事業地内への送水管埋設に関する協定書）
　本件は、送水管工事と区画整理区域内の調
整業務を合体させた「協定」という形をとっ
ているため、競争入札を行っていないが、主
たる業務は工事であり、工事は競争入札によ
る業者選定が原則である。競争的な価格が実
現していないため、このようなケースでは特
に前もって準備・協議を行って、入札を実現
させる必要があった。組合の調整という役割
に関して金銭的に対価を与える業務発注が必
要であれば、工事とは別途委託契約を行うべ
きである。

　本件と同様の事案が発生した場合には、関
係する相手方との協議において、工程調整や
埋設物に関する協定を締結するとともに、工
事については競争性のある業者選定が行える
ように調整してまいります。

５‐Ｊ‐② 水道事業課 意見

契約管理（寝屋川市打上高塚町土地区画整理
事業地内への送水管埋設に関する協定書）
　本協定締結は契約行為の一種であるが、形
式を理由として、公共調達の原則である競争
性を働かせるために市が規定している契約上
の様々なルールを無視して協定が締結されて
いる。契約規程の趣旨を踏まえ協定締結の際
のルールを明確化すべきである。

　本件と同様の事案が発生した場合には、関
係する相手方との協議において、工程調整や
埋設物に関する協定を締結するとともに、工
事については競争性のある業者選定が行える
ように調整してまいります。

５‐Ｊ‐③ 水道事業課 意見

契約管理（寝屋川市打上高塚町土地区画整理
事業地内への送水管埋設に関する協定書）
　下請への発注額が10,584,000円と
5,000,000 円を超えているにもかかわらず、
下請から暴力団排除措置要綱に関する誓約書
を入手していない。

　本件と同様の事案が発生した場合には、寝
屋川市暴力団排除措置要綱に基づき、誓約書
を入手してまいります。
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５‐Ｊ‐④ 水道事業課 意見

契約管理（寝屋川市打上高塚町土地区画整理
事業地内への送水管埋設に関する協定書）
　受託者から契約保証金を入手すべきか否か
について検討が行われていない。

　協定締結の際には、不履行となるリスクが
ないか調査し、寝屋川市水道事業及び下水道
事業契約規程に準じた対応が必要か検討を
行ってまいります。

６‐① 経営総務課 意見

地方公営企業会計
　修繕引当金の計上根拠となる修繕計画及び
取崩に関するルールがない。ルールを整備す
るべきである。

　平成26年度の会計基準見直しの趣旨に鑑
み、修繕引当金の取崩ルールを整備してまい
ります。

６‐② 経営総務課 結果

地方公営企業会計
　遊休資産（太秦配水池・打上水源池）に関
する減損損失の計上要否に関する検討が必要
である。

　太秦配水池、打上水源池については、減損
損失計上の要否について検討を行い、令和３
年度寝屋川市公営企業会計予算書において、
検討結果をお示ししております。



整理番号 担当課 区　分 監査の結果又は意見 措置の内容等

令和２年度包括外部監査の結果・意見に基づく措置等の状況について

６‐② 経営総務課 意見

地方公営企業会計
　また、香里浄水場等の今後の利用可能性が
確実となっていない未利用地・未利用施設に
ついても、減損損失計上の要否を検討するこ
とが望ましい。

　浄水場建設時に活用した国庫補助金の取扱
いや企業債の償還期限に留意しながら、今後
の利活用の方針について引き続き検討を行う
とともに、減損損失計上の要否については、
利活用の方針の検討状況や水質試験室の使用
状況等に応じて、検討してまいります。

６‐③ 経営総務課 結果

地方公営企業会計
　量水器の会計処理に関する規程と実際の会
計処理に齟齬があるため、これらを合理的に
整合させる必要がある。

　「現物管理の視点から、取替法により費用
計上するのではなく、固定資産として台帳計
上することが適しているという考え方もあ
る」との監査人の指摘を踏まえ、今後、関連
規程を改正し「定額法」での経理処理を行う
ことを含め検討してまいります。

７‐① 経営総務課 意見

経営管理
　水道事業に係る損益改善の１つの方策とし
て、水道料金改定に向けての検討を進められ
たい。検討に際しては、現在の利用者の使用
実態について分析を行い、然るべき料金体系
のあり方について考察を深めるとともに、資
産維持費のあり方についても調査・研究され
たい。

　水道ビジョン第４期実施計画において料金
体系や資産維持費のあり方について検討を行
うこととしており、同計画に基づき然るべき
料金体系等について調査研究してまいりま
す。

７‐② 経営総務課 意見

経営管理
　実施計画における基本計画「効率的な財政
運営」をはじめ、水道ビジョン実施計画の策
定においては、計画期間に実施した効果を検
証できるよう、できる限り定量化した目標を
定めるべきである。

　水道ビジョン第４期実施計画において「効
率的な財政運営」をはじめとした各基本計画
項目の全18項目中、定量化した目標を設定し
得る６項目において、目標を定めました。
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７‐③ 経営総務課 意見

経営管理
　基本計画「アセットマネジメントの活用」
のうち「資産のより正確な把握を行う」につ
いて、固定資産台帳（財務会計）と施設管理
台帳や管路マッピングシステムとの連携を
図っていくべきである。

　固定資産台帳と施設管理台帳や管路マッピ
ングシステムについて、より正確な資産の実
態把握のため、管路の属性等可能な限り共通
する情報を登録するなど、相互の連携が図り
やすい仕組みを構築いたしました。

７‐④ 経営総務課 意見

経営管理
　基本計画「香里浄水場浄水機能休廃止後の
自己水系施設の利活用」について、早急に具
体的な調整を進めていくべきである。

　香里浄水場については、自己水系施設であ
る取水口の撤去に向けた詳細設計を実施して
おり、取水施設の撤去が完了した後、導水施
設のあり方に関する検討を含め、香里浄水場
に存置している図書や文化財の保管場所にも
留意しつつ、引き続き施設全体の利活用の方
向性について検討してまいります。

７‐⑤ 経営総務課 意見

経営管理
　香里浄水場浄水機能休廃止における財務効
果の検証が行われていない。重大な意思決定
に用いた数値は、事後検証することが必要で
ある。

　香里浄水場の浄水機能休廃止については、
水道ビジョンにおいて、最も財務効果がある
ことを各種シミュレーション結果から確認し
ており、以後、３期にわたる水道ビジョン実
施計画においても、計画で掲げた取組の全て
を効果検証する等、事後検証を行う仕組みは
一定構築しております。
　引き続き、将来に向かって水道事業全体に
関わる意思決定を行う場合には、より一層効
果検証が可能となる枠組みを整えてまいりま
す。
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７‐⑥ 経営総務課 意見

経営管理
　経営改善計画については、水道事業の財政
健全化という策定目的に照らし、具体的な計
画及びその目標を定め、計画期間終了後には
実施結果の検証及び市民への公表を行う必要
がある。

　経営改善計画については、取組項目の一部
に重複が見られる水道ビジョン実施計画と内
容を集約することとしており、集約後の計画
期間の初年度となる令和３年度以降、経営改
善に資する項目についても実施結果の検証及
び市民への公表を行ってまいります。

７‐⑦ 経営総務課 意見

経営管理
　上下水道事業経営戦略について進捗管理と
見直しを行い、その時点の経営の状況を市民
に公表されたい。

　上下水道事業経営戦略はＰＤＣＩサイクル
に沿って５年ごとに見直しを行うこととして
おり、当該時点における経営状況について
は、策定時の公表と同様に市民にも公表して
まいります。

７‐⑧ 経営総務課 意見

経営管理
　現在複数ある水道事業に係る計画につい
て、その位置づけ及び関係性を明確にすると
ともに、事業を実施した結果がわかりやすく
検証される形に整理されたい。

　取組項目の一部に重複が見られる経営改善
計画について、水道ビジョン第４期実施計画
と集約を図ることで一元的に進行管理を行っ
ていまいります。


